
栃木労働局

時間外・休日労働を行う場合の手続き
～ 建設業における時間外労働上限規制への対応 ～

栃木労働局 

時間外労働（※災害時の復旧・復興の対応に要する時間を含む。）
月４４５５時間を超える回数は６６回以内 かつ 年７７２２００時間以内

時間外・休日労働（※災害時の復旧・復興の対応に要する時間を除く。）
月１１００００時間未満 かつ ２～６か月の平均は常に月８８００時間以内

いわゆる過過労労死死ラライインン！！

時間外・休日労働を行う場合の手続き
～ 建設業における時間外労働上限規制への対応 ～

労働時間 ８時間/日 ４０時間/週
休 日 週１日以上

原則（法定）
法定労働時間超
及び法定休日労働
が見込まれない

法定労働時間超または法定休日労働が見込まれる

３６協定届及び
３３許可・届（※※）

不不要要

月月４４５５時時間間超超
ままたたはは

年年３３６６００時時間間超超
のの時時間間外外労労働働

見込まれる

見込まれない 災災害害時時のの復復旧旧・・復復興興のの対対応応

見込まれる 見込まれない

36協定届
様式第９号の

３の２

36協定届
様式第９号災災害害時時のの復復旧旧・・復復興興のの対対応応

一一般般
条条項項

特特別別
条条項項

見込まれる 見込まれない

36協定届
様式第９号の

３の３

36協定届
様式第９号の２

※※労労基基法法第第３３３３条条のの許許可可・・届届出出ととはは？？

⇒⇒人人命命・・公公益益保保護護ののたためめにに緊緊急急をを要要すするる場場
合合ななどど「「災災害害そそのの他他避避けけるるここととののででききなないい事事
由由」」にによよっってて、、臨臨時時にに３３６６協協定定のの範範囲囲をを超超ええ
てて時時間間外外・・休休日日労労働働をを行行うう必必要要ががああるる（（ああっっ
たた））場場合合のの手手続続きき。。

上上限限規規制制ががかかかかららなないいたためめ、、過過重重労労働働にによよ
るる健健康康障障害害防防止止対対策策がが重重要要。。

時間外・休日労働の上限規制

けんせつ No.21611


